
人事評価制度等に関する検討委員会設置要綱

(目 的及び設置)

第 1条 この要綱は、職業能力育成型人事評価制度及び昇給制度等の在り方を検証し、

制度の改善を図ることを目的として「人事評価制度等に関する検討委員会」(以下「検
討委員会」という。)を設置するとともに、検討委員会の組織及び運営に関して必要
な事項を定めるものとする。

(組織)

第 2条 検討委員会は、委員 15名以内で組織する。
2 検討委員会は、次の各号からなる委員をもって組織する。

(1)市町村 (学校組合)教育長又は市町村 (学校組合)教育次長

(2)小 。中学校長
(3)県立学校長
(4)PTA代表
(5)有識者
(6)その他教育長が必要と認めるもの

3 委員は、教育長が委嘱又は任命する。
4 検討委員会には、会長及び副会長を置く。

5 会長及び副会長は、それぞれ委員の互選によって決定する。

6 会長は、検討委員会の会務を総括する。

7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。

(任期等)

第 3条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年間とする。

2 任期途中で委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱又は任命する。補欠の委員の任

期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第 4条 検討委員会の会議 (以下「会議」という。)の進行は会長が務める。会長が出

席できないときは副会長が代理する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者に出席を求め、資料の提

出や意見、説明、その他の協力を求めることができる。

4 会議は公開とする。ただし、出席した 3分の 2以上の多数で議決したときは、非公

開とする。

(庶務)

第 5条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局教職員・福利課が行う。

(その他)

第 6条 この要網に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、会長が

定める。

附 則
この要綱は、平成 22年 5月 20日 から施行する。

附 則
1 この要綱は、平成 23年 6月 13日から施行する。

2 第 3条第 1項の規定にかかわらず、平成 23年度における委員の任期は、委嘱

又は任命の日から平成 24年 3月 31日 までとする。

附 則
この要綱は、平成 24年 7月 5日 から施行する。

附 則
この要綱は、平成 25年 6月 28日から施行する。
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職 種 別 所 属 役 職 氏 名

1

市町村 (学校組合)教
育委員会教育長

須崎市教育委員会 教育長 細木 忠憲 O

2 高知市教育委員会 教育次長 土居 英一 0

3 小学校校長 土佐市立高石小学校 校長 児玉 恵美 0

4 中学校校長 黒潮町立大方中学校 校長 久保 良高 只

5

PTA代表

高知県小学校PTA連
△ △
口

=

元会長 田村 雅之 0

6
高知県高等学校PTA
連合会

元副会長 中元 ひとみ   K

7

有 識 者

国立大学法人高知大学

教育学部附属中学校
校長 國府 俊一郎 0

8
株式会社なかじま企画

事務所
代表取締役 中島 和代 0

9 株式会社四国銀行 人事部長 井上 義広 0

10 弁 護 士 稲田法律事務所 弁護士 稲田 知江子 0

11

県立学校長

高知県立窪川高等学校 校長 森本 民之助 0

12 高知県立山田養護学校 校長 田中 信一 И
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